
都市計画案について以下のとおり縦覧に供します。都市計画案について、ご意見
のある方は意見書を提出することができます。

＜東京都決定＞

①都市計画道路

新宿副都心街路第4号線

新宿副都心街路第7号線

補助線街路第72号線

新宿駅付近広場第2号

②用途地域

＜新宿区決定＞

③都市計画道路

新宿区画街路第1号線

④都市計画通路

新宿駅中央通路線

新宿駅地下通路線

⑤都市計画交通広場

新宿駅西口広場

令和元年9月17日（火）～10月１日（火）
（土・日曜日及び祝日を除き、午前8時30分から午後5時まで）

＜東京都決定＞

①都市計画道路 ②用途地域

〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁 第二本庁舎12階北側

東京都 都市整備局 都市づくり政策部 都市計画課

TEL：03-5388-3225（直通）

１ 都市計画案の種類

⑥都市計画駐車場

新宿駅西口駐車場

⑦地区計画

新宿駅直近地区

西新宿一丁目7地区

⑧土地区画整理事業

新宿駅直近地区

３ 縦覧場所・意見書の提出先

＜新宿区決定＞

③④⑤⑥都市計画道路・通路・交通広場・駐車場 ⑧土地区画整理事業

〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所 本庁舎7階

新宿区 新宿駅周辺整備担当部 新宿駅周辺基盤整備担当課

TEL：03-5273-4164（直通） FAX： 03-3209-9227

※東京都決定の都市計画案は新宿区新宿駅周辺基盤整備担当課でも縦覧できます。

⑦地区計画

〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所 本庁舎7階

新宿区 新宿駅周辺整備担当部 新宿駅周辺まちづくり担当課

TEL：03-5273-4214（直通） FAX： 03-3209-9227

都市計画案の縦覧及び意見書の提出について

２ 縦覧期間・意見書の提出期間

都市計画の決定区分により、意見書の提出先が異なりますので、ご注意ください。

また、意見書の内容によっては、東京都と新宿区で意見書を共有する場合があります。


